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主な条件

農地法第３条許可申請の主な条件 農地法第５条許可(届出）の主な条件

• 機械や労働力を適切に利用できる計画であること

• 農作業に年間150日以上従事すること

• 一定の面積を経営すること

• 周辺の農地利用に支障をきたさないこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…など

• 転用に必要な資金や信用があること

• 転用する農地の権利者から同意を得ていること

• 許可後は遅滞なく申請目的を果たす見込みがあること

• 事業については行政庁の免許や許可などを得ていること

• 事業の目的に適正な広さの農地であること

農地法第３条許可申請

農地を農地以外の利用目的で売買する許可申請⇒ 農地法第５条許可又は届出
要、農地法
許可申請の

種類

農地を農地とする利用目的で売買する許可申請  ⇒

農地売買は、農業委員会の許可を前提とした停止条件付売買契約となります。
不許可の場合は白紙解除となります。

第１種農地

第２種農地 第３種農地

農業振興区域内

農地の種類
甲種農地

農用地区域等
市街化区域 市街化調整区域

農業振興区域外


